
   佐賀大学医学部臨床教授等の称号付与規程  

                        （平成１６年４月１日制定）  

 （目的）  

第１条  この規程は，佐賀大学医学部（以下「本学部」という。）における臨床 教

育及び臨床研究に協力する学内外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付

与に関し必要な事項を定め，もって臨床教育の指導体制の充実を図るとともに臨

床研究の進展に寄与することを目的とする。  

 （称号の種類）  

第２条  称号の種類は，臨床教授，臨床准教授又は臨床講師（以下「臨床教授等」

という。）とする。  

 （称号付与の対象者）  

第３条  称号は，佐賀大学医学部履修細則（平成１６年４月１日制定）に定める医

学科の臨床実習及び看護学科の臨地実習等の指導（以下「臨床実習指導等」とい

う。）に協力する医療機関等（以下「実習等協力機関」という。）に所属する医療

人に付与する。  

 （選考）  

第４条  臨床教授等の選考は，本学部教授の推薦に基づき，病院企画室会議及び教

育委員会において適任者の審査を行い，教授会の議を経て，医学部長及び病院長

が行う。  

２  前項の推薦にあたっては，当該実習等協力機関と調整のうえ推薦するものとす

る。  

 （選考基準）  

第５条  臨床教授等として選考できる者は，保健，医療，福祉等に関する識見と，

指導等に当たる実習分野について優れた臨床能力及び教育能力を有し，医療機関

等における豊富な臨床経験を有する者とし，選考基準については別に定める。  

 （職務）  

第６条  臨床教授等は，所属する実習等協力機関又は本学部において，臨床実習指

導等の次の必要な職務を行うものとする。  

(1) 学生（講義，ＰＢＬを含む。）及び研修医への教育  

(2) 本学部と共同して行う臨床研究の実施  

(3) 本学部附属病院で不足する高度医療の実践  

(4) 本学部と共同して外部資金を調達するよう努める  

２  臨床実習指導等は，本学部と実習等協力機関との間で作成された臨床実習等計

画に基づき行うものとする。  

 （非常勤講師への任用）  

第７条  臨床教授等が，本学部において臨床実習指導等を行う場合には，本学部非

常勤講師として任用するものとする。ただし，医学部附属病院に所属する看護師



は，この限りでない。  

 （称号の付与）  

第８条  臨床教授等の称号の付与は，別紙様式により，医学部長が行うものとする。  

２  臨床教授等の称号の付与期間は，３年以内とし，再任を妨げないものとする。  

 （佐賀大学大学院医学系研究科における称号の付与）  

第９条  佐賀大学大学院医学系研究科における臨床教育に協力する学内外の医療機

関等の優れた医療人に対する称号の付与に関しては，この規程を準用する。この

場合において，第１条中「医学部（以下「本学部」という。）」とあるのは「大学

院医学系研究科（以下「本研究科」という。）」と，第３条中「医学部履修細則

（平成１６年４月１日制定）に定める医学科の臨床実習及び看護学科の臨地実習

等」とあるのは「大学院医学系研究科履修細則（平成１６年４月１日制定）に定

める博士課程の実習等」と，第４条中「教授会」とあるのは「研究科委員会」と，

第４条，第６条及び第７条中「本学部」とあるのは「本研究科」と，第４条及び

第８条中「医学部長」とあるのは「大学院医学系研究科長」と，それぞれ読み替

えるものとする。  

 （雑則）  

第１０条  この規程に定めるもののほか，臨床教授等の称号の付与に関し必要な事

項については，別に定める。  

 

 

    附  則  

 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。  

   附  則（平成１９年３月８日改正）  

 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２０年６月１９日改正）  

 この規程は，平成２０年６月１９日から施行する。  

   附  則（平成２１年２月１８日改正）  

 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。  



別紙様式  
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    佐賀大学医学部臨床○○（□□）の称号を付与する  

 

    期間は平成   年   月   日までとする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成   年   月   日  

 

 

 

        佐賀大学医学部長               印  

 

 


